
○浦安市学校給食における食物アレルギー等対応給付金交付規則 

令和８年３月31日 

規則第36号 

（目的） 

第１条 この規則は、食物アレルギー、宗教上の理由又は負傷若しくは疾病等

（以下「食物アレルギー等」という。）により学校給食の提供を受けること

ができないため、学校給食の代替として弁当を持参している児童又は生徒（以

下「児童等」という。）の保護者に対し、予算の範囲内において、浦安市学

校給食における食物アレルギー等対応給付金（以下「給付金」という。）を

交付することにより、児童等の保護者の経済的な負担を軽減することを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、浦安市学校給食の実施及び学校給食

費の管理に関する条例（令和４年条例第７号）及び浦安市学校給食の実施及

び学校給食費の管理に関する条例施行規則（令和４年教育委員会規則第５号。

以下「施行規則」という。）の例による。 

（給付金の額等） 

第３条 給付金の額は、月額とし、別表に定めるとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、施行規則第６条第２項第１号又は第４号のいず

れかに該当する場合の給付金の額は、小学校に通う児童にあっては日額360

円、中学校に通う生徒にあっては日額420円とする。 

３ 給付金の支給対象となる期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号

に定めるとおりとする。 

(1) 施行規則第３条の規定により学校給食を申し込まない旨の届出を行っ

た場合 同条の規定により学校給食を申し込む旨の届出を行っていれば最

初に学校給食の提供を受ける予定であった日（第５条の規定により給付金

の申請をした日が当該予定であった日の属する月の翌月以降の月に属する

場合にあっては、当該申請をした日の属する月の初日（５月に申請する場

合を除く。））から施行規則第３条の規定により学校給食を申し込む旨の

届出を行っていれば最後に学校給食の提供を受ける予定であった日（同条



の規定による学校給食を申し込む旨の届出があった場合にあっては、学校

給食の提供を開始した日の前日）まで 

(2) 施行規則第６条の２の規定により学校給食の停止を行った場合 当該

学校給食の停止を行った日（第５条の規定により給付金の申請をした日が

当該停止をした日の属する月の翌月以降の月に属する場合にあっては、当

該申請をした日の属する月の初日）から学校給食の停止を行っていなけれ

ば当該年度において最後に学校給食の提供を受ける予定であった日（施行

規則第６条の２第２項の規定による学校給食の再開の届出があった場合に

あっては、学校給食の提供を再開した日の前日）まで 

（給付対象者） 

第４条 給付金の交付の対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、学

校給食の代替として弁当を持参している児童等の保護者であって、次のいず

れにも該当するものとする。 

(1) 食物アレルギー等を理由として、施行規則第３条の規定により学校給食

を申し込まない旨の届出又は施行規則第６条の２第１項の規定により学校

給食の停止に係る届出を提出していること。 

(2) 学校給食費を滞納していないこと。 

(3) 児童等及びその保護者が、本市に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に

記録をされていること。 

（給付金の申請） 

第５条 給付金の交付を受けようとする者は、浦安市学校給食における食物ア

レルギー等対応給付金交付申請書（別記第１号様式）により市長に申請しな

ければならない。 

（交付決定等） 

第６条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、

給付金の交付の可否を決定し、その結果を浦安市学校給食における食物アレ

ルギー等対応給付金交付決定・却下通知書（別記第２号様式）により、当該

申請者に通知するものとする。 

（申請事項の変更の届出等） 

第７条 前条の規定により交付決定を受けた者（以下「受給者」という。）は、



第５条の規定により申請した事項に変更が生じたとき、又は給付対象者でな

くなったときは、浦安市学校給食における食物アレルギー等対応給付金申請

事項変更・資格喪失届（別記第３号様式）により、速やかに市長に届け出な

ければならない。 

（交付請求） 

第８条 受給者は、給付金の交付の請求をしようとするときは、浦安市学校給

食における食物アレルギー等対応給付金交付請求書（別記第４号様式）を市

長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 

第９条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けた者がある

ときは、給付金の交付の決定を取り消すことができる。 

（給付金の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、

当該取消しに係る部分に関し、既に給付金が交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命ずるものとする。 

（補則） 

第１１条 この規則に定めるもののほか、給付金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

別表（第３条第１項） 

学校 区分 給付金の額 

小学校 第１学年の４月以外に実施する学校給食 6,120円 

第１学年の４月に実施する学校給食 4,320円 

中学校 第３学年の３月以外に実施する学校給食 7,140円 

第３学年の３月に実施する学校給食 5,040円 
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